
小規模多機能自治推進ネットワーク会議 

令和５年度総会次第【書面表決（結果）】 

 

令和５年９月２８日  

 

代表あいさつ 

 

 

議事 

１．【議案第１号】令和４年度活動報告（案）について 承認 

 

 

 

 

 

２．【議案第２号】令和５年度活動方針（案）について 承認 

 

 

 

 

 

３．【議案第３号】役員改選（案）について 承認 

 

 

 

 

 

４．その他 

  



 



小規模多機能自治推進ネットワーク会議 

令和４年度活動報告 

時 期 項 目 内  容 

随時 入会受付 
会員一覧のとおり 

※前年比９増（２自治体、４団体、３個人） 

随時 
メーリングリスト

による情報交換 

入会情報、ブロック会議・研修会情報、その

他参考情報の提供など 

随時 
facebook ページに

よる情報発信・共有 

（同上） 

 ※フォロワー3,199人(8/25現在) 

６月 総会 
6/27書面表決 

（回答数 192、うち自治体 166） 

11月～12月 自治体の施策調査 
◆114自治体回答、全会員に調査結果を報告 

◆2/20オンライン報告会開催 

５～１月 研修会 

◆オンライン初任者研修（企画・運営協力：

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究

所］、(特)まぢラボ） 5/11 

◆「小規模多機能自治に関する連続オンライ

ン勉強会【初夏の陣、冬の陣】（企画・運営

協力：IIHOE［人と組織と地球のための国

際研究所］、(特)まぢラボ） 

  ①RMO向け 6/15,12/13 

  ②行政向け 6/22,23,7/6,7/20,12/23,1/13 

  ③中間支援者向け 6/8,12/19 

１０～３月 ブロック会議 

東北ブロック  11/14＠雫石町 

関東ブロック  2/22＠法政大＆オンライン 

信越ブロック  10/20＠魚沼市 

北陸ブロック  3/17オンライン 

東海ブロック  11/20磐田市シンポジウム 

近畿ブロック  2/17＠東近江市 

中国ブロック  2/2＠岡山市＆オンライン 

四国ブロック  2/7オンライン 

九州ブロック  2/ 10＠那覇＆オンライン 

随時 後援 
◆9/1-2 (公財)さわやか福祉財団主催「いきが

い・助け合いサミット in 東京」 

 

 



小規模多機能自治推進ネットワーク会議 

令和５年度活動方針 

 

 

１．活動方針 

（１）引き続き会員拡大に努める。 

（２）オンラインを活用した情報共有や学び合いの機会を積極的に設けるとと

もに、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行を受け、途絶えていた対

面方式の機会も設ける。 

（３）多様な主体との連携、分野横断連携を推進していく。 

（４）より実態に即した制度になるよう国へ働きかけていく。特に、平成 29年

に総務省の「地域自治組織のあり方に関する研究会」でとりまとめられた

「地域自治組織のあり方に関する研究会報告書」の延長線上で、新たな法制

度についての議論がなされるよう国に働きかけていく。 

 

２．活動計画 

時 期 項 目 内  容 

随時 
メーリングリスト

による情報共有 

入会情報、ブロック会議や研修情報、そ

の他参考情報の提供 

随時 
facebook ページに

よる情報発信・共有 

入会情報、ブロック会議や研修情報、そ

の他参考情報の提供 

随時 ブロック会議 
全国１０か所程度 

各ブロック１回以上開催 

１１～１２月 施策調査 

自治体会員への調査・事例収集、報告 

※H29～R4実施（R2は「コロナ禍にお

ける工夫の事例調査」を実施） 

随時 研修会 

◆オンライン初任者研修（企画・運営協

力： IIHOE［人と組織と地球のため

の国際研究所］） 

①RMO向け 5/15,5/18 

②行政・地域福祉向け 5/15,5/18 



時 期 項 目 内  容 

◆オンライン勉強会「初夏の陣～小規

模多機能自治 インタビュー＆課題

共有／解決研修」（企画・運営協力： 

IIHOE［人と組織と地球のための国

際研究所］） 

【A】地域づくり・RMOの担い手から 

 6/15（2回） 

【B】自治体行政のトップから 

6/14,6/21 

【C】地域づくり・RMOの支援者から 

6/14,6/21 

◆小規模多機能自治の集い＠都内 

（協力：日本労働者協同組合連合会、企

画・運営協力： IIHOE［人と組織と

地球のための国際研究所］） 

①10/4 事例紹介、交流会 

②10/5 支援者実務研修 

◆その他、必要に応じて随時開催。 

 



小規模多機能自治推進ネットワーク会議 役員 

＜任期；令和５年総会表決時から２年間＞ 

 

※敬称略。       

※留任は（留）と表記。 

代表       島根県雲南市長   石 飛 厚 志（留） 

副代表      三重県名張市長   北 川 裕 之（留） 

副代表      兵庫県朝来市長   藤 岡   勇（留） 

参与       三重県伊賀市長   岡 本   栄（留） 

ブロック幹事 

 北海道ブロック 北海道北見市長      直 孝 

 東北ブロック  岩手県雫石町長   猿 子 恵 久 

 関東ブロック  群馬県富岡市長   榎 本 義 法（留） 

 信越ブロック  新潟県新潟市長   中 原 八 一 

 北陸ブロック  富山県南砺市長   田 中 幹 夫（留） 

 東海ブロック  静岡県磐田市長   草 地 博 昭（留） 

 近畿ブロック  滋賀県東近江市長  小 椋 正 清（留） 

 中国ブロック  岡山県井原市長   大 舌   勲 

 四国ブロック  愛媛県西予市長   管 家 一 夫 

 九州ブロック  福岡県宗像市長   伊 豆 美沙子（留） 

 



小規模多機能自治推進ネットワーク会議　会員一覧

全国計 355 <内訳；277自治体、56団体、22個人> R5.9.28現在

福岡県 大牟田市 徳島県 徳島市 鳥取県 鳥取市 滋賀県 大津市 岐阜県 高山市 富山県 魚津市 新潟県 新潟市 茨城県 龍ヶ崎市 青森県 黒石市 北海道 旭川市

柳川市 鳴門市 岩美町 長浜市 関市 氷見市 十日町市 行方市 平川市 北見市

筑後市 大山町 近江八幡市 羽島市 南砺市 村上市 中泊町 夕張市

小郡市 香川県 高松市 南部町 草津市 恵那市 糸魚川市 栃木県 (日光市)菊池宏江 おいらせ町 士別市

筑紫野市 丸亀市 日南町 甲賀市 瑞穂市 石川県 七尾市 魚沼市 三戸町 ニセコ町

宗像市 さぬき市 湖南市 飛騨市 白山市 阿賀町 群馬県 前橋市 美瑛町

三豊市 島根県 松江市 高島市 養老町 関川村 富岡市 下川町
(全市町村) 浜田市 東近江市 福井県 福井市

愛媛県 今治市 出雲市 日野町 小浜市 埼玉県 鶴ヶ島市 岩手県 大船渡市

宇和島市 益田市 竜王町 (岐阜市)小森忠良 大野市 花巻市

嶋田 暁文 西予市 大田市
(公財)草津市コミュニ
ティ事業団 あわら市 千葉県 館山市 一関市

新居浜市 安来市 静岡県 静岡市 白井市 二戸市

佐賀県 佐賀市 江津市 京都府 舞鶴市 浜松市 香取市 奥州市

唐津市 高知県 高知市 雲南市 長岡京市 富士市 遠野市

小城市 南国市 奥出雲町 京丹後市 磐田市 東京都 調布市 雫石町

嬉野市 須崎市 飯南町 与謝野町 掛川市 紫波町

白石町 川本町 袋井市 長野県 長野市 西和賀町

美郷町 裾野市 上田市 ランドブレイン(株) 金ケ崎町

長崎県 長崎市 邑南町 中尾 誠二 里山くらしLABO 茅野市 (総務省職員)大瀧 洋 住田町

佐世保市 吉賀町 東御市 (東京大学)小泉 秀樹 (特非)点空社

島原市 津和野町 大阪府 大阪市 松川町 合同会社地域計画

諫早市 海士町 豊中市 高森町 (一社)いわて地域創景

平戸市 西ノ島町 茨木市 小諸市 土屋政紀

対馬市 知夫村 八尾市

壱岐市 隠岐の島町 富田林市

五島市 大東市 (磐田市職員)薗田欣也 宮城県 石巻市

西海市 池田市 (裾野市)小田圭介 柴田 雅史 気仙沼市

雲仙市 門真市 白石市

松浦市 愛知県 半田市 神奈川県 横須賀市 登米市

豊田市 平塚市 栗原市

(八尾市)吉川 貴代 新城市 小田原市 東松島市

松江市 吉山治 大府市 茅ヶ崎市 大崎市

熊本県 熊本市 兵庫県 神戸市 高浜市 逗子市 丸森町

八代市 岡山県 岡山市 姫路市 岩倉市 加美町

荒尾市 倉敷市 尼崎市 北名古屋市 (一社)筆甫地区振興連絡
協議会

津山市 明石市 大口町

大分県 日田市 玉野市 西宮市 東浦町

佐伯市 笠岡市 伊丹市 設楽町 ㈱カントリー・ラボ

竹田市 井原市 豊岡市 豊根村 (横須賀市)細野 裕

杵築市 総社市 西脇市

宇佐市 瀬戸内市 宝塚市 山梨県 都留市

高梁市 三木市

宮崎県 宮崎市 新見市 川西市

都城市 備前市 三田市

小林市 赤磐市 加西市

日向市 真庭市 丹波篠山市

西都市 美作市 養父市

日之影町 浅口市 丹波市 (岩倉市)山口博昭

美咲町 南あわじ市 （名古屋市）林加奈 秋田県 横手市

鹿児島県 鹿屋市 朝来市 男鹿市

垂水市 多可町 三重県 伊勢市 湯沢市 

薩摩川内市 上郡町 松阪市 美郷町

日置市 佐用町 桑名市

曽於市 鈴鹿市

いちき串木野市 広島県 呉市 名張市

志布志市 竹原市 市民自治を考える会 亀山市 山形県 鶴岡市

南九州市 尾道市 伊賀市 川西町

錦江町 三次市 東員町

東広島市 明和町 福島県 喜多方市議

廿日市市 相馬市

世羅町 (関西学院大学)岡田博史 南相馬市

沖縄県 宜野湾市 石川町

山口県 下関市 奈良県 生駒市 (白河市)荒井壽夫

宇部市 葛城市
萩市 宇陀市
防府市 広陵町

光市 吉野町

周南市 (下北山村)北 直紀

平生町

和歌山県 橋本市

田辺市
NPO法人橋本コン
ディショニング・コー
ディネーションクラ

まごころサポート田
辺くるむ店

一般財団法人
明石コミュニティ
創造協会

錦江町 まち・ひと・
『MIRAI』創生協議
会

NPO法人みやっ
こサポート 三重県地方自治

研究センター

(特非)まちなか研
究所わくわく

やまぐち小規模多
機能自治研究会

NPO法人地域福
祉サポートちた

せんだいこども
食堂

特定非営利活動法
人みんなの集落研
究所

一般社団法人
moko’a (特)秋田県南

NPOセンター
兵庫県（企画部
地域振興課）

公共善の仕事合
同会社

特定非営利活動法
人とめタウンネット

㈱ピー・エス・サ
ポート

一般社団法人みや
ぎ連携復興セン
ター

特定非営利活動
法人岡崎まち育
てセンター・りた

斎川まちづくり協
議会

NPO法人まち
ラボ

特定非営利活動
法人おっちラボ

公益財団法人か
ながわ国際交流
財団
（特）ＮＰＯ支援全国地域
活性化協議会　（ありがと

うネットワーク）

特定非営利活動法
人まちづくり政策
フォーラム

おらほの自治を考
える会

(岩手県いわて地域

支援人材ファンド)

村井研二緑十字機不時着
を語り継ぐ会

公益財団法人長
野県みらい基金

公益財団法人さ
わやか福祉財団

島根県(中山間
地域・離島振興課)

特定非営利活動
法人スサノオの
風 特定非営利活

動法人 SEIN

日本労働者協同
組合（ワーカーズ
コープ）連合会NPO法人 人と

地域の研究所

有限責任事業組
合まちとしごと総
合研究所

特定非営利活動
法人NPOサポー
ト・しみず

（特非）調布市地
域情報化コン
ソーシアム一般社団法人 マ

チテラス製作所 全国公民館振興
市町村長連盟

特定非営利活動法
人新潟NPO協会

（道立市民活動促
進センターNPO相

談員）東田 秀美

特定非営利活動法
人まちづくり学校

㈱地域価値協創
システム

特定非営利活動
法人まぢラボ

ベンチコミュニ
ティー株式会社

信越ブロック 関東ブロック 東北ブロック 北海道ブロック

七和地区まち
づくりネット
ワーク

NPO法人 自助
サポートセン
ター

(特非)せき・まち
づくりNPOふうめ
らん

特定非営利活動法
人　都岐沙羅パート
ナーズセンター

（北海道科学大
学）出口 寿久（一社）ちいき

のカンパニー

19 28 49 11

九州ブロック 四国ブロック 中国ブロック 近畿ブロック 東海ブロック 北陸ブロック

52 14 61 63 49 9



小規模多機能自治推進ネットワーク会議 会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、小規模多機能自治推進ネットワーク会議と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、小規模多機能自治（自治会、町内会、区などの基礎的コミュニティの範域より広

範囲の概ね小学校区などの範域において、その区域内に住み、又は活動する個人、地縁型・属

性型・目的型などのあらゆる団体等により構成された地域共同体が、地域実情及び地域課題に

応じて住民の福祉を増進するための取組を行うことをいう。以下同じ。）の推進及び諸課題の解

決に寄与することを目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）会員相互の情報交換又は意見交換のための活動 

（２）小規模多機能自治の調査研究及び実践を通じた施策の提言 

（３）その他小規模多機能自治の推進及び諸課題の解決に資する活動 

（会員） 

第４条 本会は、次の会員をもって構成する。 

（１）自治体会員 本会の目的に賛同する地方公共団体 

（２）団体会員 本会の目的に賛同する団体（第１号を除く。） 

（３）個人会員 本会の目的に賛同する個人 

２ 入会しようとするものは、書面により入会の意思表示をしなければならない。 

３ 会員は、本会の活動に参加し、総会に出席することができる。 

４ 本会の会費は無料とし、本会として必要経費が生じる場合は、役員会での協議を経て、代表が

その扱いを定める。 

５ 会員は、書面による届出により退会することができる。 

（役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（１）代表 １名 

（２）副代表 ３名 

（３）参与 １名 

（４）ブロック幹事 １０名（北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

の各ブロックにつき１名） 

２ 役員は、総会において互選する。 

３ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 

（代表及び副代表の職務） 

第６条 代表は、会務を総理し、本会を代表する。 

２ 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、その職務を代理する。 

（参与の職務） 



第７条 参与は、必要に応じて会務に関し助言する。 

（ブロック幹事の職務） 

第８条 ブロック幹事は、当該ブロックにおける会員相互の情報交換又は意見交換の機会を主体的

に設ける。 

（事務局） 

第９条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。 

２ 事務局は、代表の属する地方公共団体に置く。 

（総会） 

第１０条 本会は、毎年１回、総会を開催する。 

２ 代表が必要と認めるとき、又は会員の５分の１以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示

して総会開催の請求があったときは、代表は、臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）本会の活動内容に関する事項 

（２）役員の選出 

（３）会則の改正 

（４）その他総会が必要と認めた事項 

４ 総会の議事は、代表が進行する。 

５ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。 

６ 代表が他の役員と協議の上、総会に諮る事項がないと判断した時は、第１２条に掲げる役員会

をもって第１項の総会に代えることができる。 

７ 前項による場合は、予め会員にその旨を周知するとともに、役員会での協議結果を会員に周知

しなければならない。 

（定足数等） 

第１１条 総会は、自治体会員の会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができな

い。 

２ やむを得ない理由により総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した会員、又は表決を委任した会員は、総会に出席したものとみなす。 

（役員会） 

第１２条 代表は、必要があると認めるときは、役員会を開催することができる。 

２ 役員会は、代表及び副代表で構成する。 

３ 役員会は、次の事項を審議する。 

（１）本会の活動内容に関する事項 

（２）総会に付議する事項 

（３）その他必要と認めた事項 

（会則の改正） 

第１３条 この会則は、総会における出席者の３分の２以上の同意がなければこれを改正すること

ができない。 

（補則） 



第１４条 この会則に定めのない事項は、役員会での協議を経て、代表がこれを定める。 

附 則 

この会則は、平成２７年２月１７日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２９年６月７日から施行する。 


